
（
二
千
三
年
十
一
月
六
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
さ
れ
た
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の

防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
条
約
に
関
す
る
）
討
議
の
記
録

日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
代
表
は
、
二
千
三
年
十
一
月
六
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
署
名
さ
れ
た
所
得
に
対
す

る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
条
約
第
十

一
条
３

の
適
用
に
関
す
る
意
図
を
確
認
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
負
債
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
部
分
が
金
融
市
場

(c)
(iv)

に
お
け
る
債
券
の
発
行
又
は
有
利
子
預
金
か
ら
成
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
同
条
３

に
規
定
す
る
資
産
に
関
す
る
条
件
は
、

(c)
(iv)

財
務
内
容
の
公
開
又
は
負
債
の
発
行
に
係
る
そ
の
他
の
規
制
上
の
目
的
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
当
該
企
業
の
連
結
財
務
諸
表
に

お
い
て
そ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
満
た
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
条
件
が
満

た
さ
れ
る
か
否
か
は
、
当
該
企
業
の
資
産
と
か
か
る
目
的
の
た
め
に
当
該
企
業
に
連
結
さ
れ
る
そ
の
子
会
社
の
資
産
と
を
連
結

し
て
判
断
す
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
前
記
は
、
当
該
企
業
の
負
債
と
か
か
る
目
的
の
た
め
に
当
該
企
業
に
連
結
さ

れ
る
そ
の
子
会
社
の
負
債
と
を
連
結
し
た
も
の
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
金
融
市
場
に
お
け
る
債
券
の
発
行
又
は
有
利
子
預

金
以
外
か
ら
成
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。



二
千
四
年
五
月
十
九
日
に
東
京
で
、
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。

日
本
国
外
務
省
北
米
第
二
課
長

山
上

信
吾

日
本
国
財
務
省
国
際
租
税
課
長

浅
川

雅
嗣

在
日
米
国
大
使
館
経
済
担
当
公
使

ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ズ
ム
ワ
ル
ト

米
国
財
務
省
国
際
租
税
局

バ
ー
バ
ラ
・
Ｍ
・
ア
ン
ガ
ス




